
（別記） 

令和７年度宇城市地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

当該地域は、熊本県のほぼ中央に位置し、全耕地面積に占める水田の割合が６１％で、
現在、国営事業等を活用し基盤整備等を行いながら、土地利用型農業の生産性向上のた
め、二毛作が可能な圃場への改良を進めている。 
 平野部では水稲に野菜、たばこ、花き、果樹などを組み合わせた複合経営が中心であ
る。また中山間地でも果樹を中心とした複合経営が行われている。平野部、中山間地の両
地域で農家戸数の減少がみられ、不作付地の拡大が進んでおり、集落・水田機能の維持が
課題となっている。地域内の２,３２５ha の水田については今後積極的に各種事業を活用
しながら、農地の集積を誘導するとともに、担い手の確保を行い、水田の収益力を強化し
ていく必要がある。 
 
２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 

強化に向けた産地としての取組方針・目標 
 
（１）適地適作の推進 

 当該地域では、トマトやメロン、生姜など様々な高収益作物が栽培されており、農業者

毎の作付体系に適合した品目の導入を図る。 

（２）収益性・付加価値向上への取組 

 高収益作物への計画的な転換を図るため、産地交付金を活用した野菜などの高収益作物

への助成や畑地化促進事業の周知等を行い、産地における水田農業の高収益化を推進す

る。 

（３）新たな市場・需要の開拓 

 ６次産業化の推進やＪＡ、産地直売所、地元小売店、地元飲食店等との連携により、市

内生産物の需要を高める。また、PR 活動や情報発信を積極的に行い、新たな販路開拓に

取り組む。 

 

（４）生産流通コストの削減 
既存の集出荷施設の活用、機械導入による省力化などにより、生産から流通に至るまで

の作業の効率化と生産流通コストの削減を図る。 
 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

（１）地域の実情に応じた農地の在り方 

  地域計画が策定されている地域については、地域営農組織や認定農業者など地域の担 

 い手への農地集積を進める。また、農業用ハウスが設営されている等で今後も水稲作付 

に活用される見込みのない水田は、畑地化促進事業を活用しながら地域の実情に応じて 

畑地化を推進する。 

 

（２）地域の実情に応じた作物・管理方法等の選択 

   宇城市は、半島地域から平坦地域や中山間地域といった変化に富んだ地形と温暖な 

 気候に恵まれ多様な農業が行われている。将来における農用地等の用途は、食料供給 

 の基本的機能を重視し、西部の半島地域（三角町・不知火町）では不知火海に面した 

温暖な気候を活かした柑橘や花き栽培、南部の平坦地域（松橋町・不知火町・小川 

町）は、国営緊急農地再編整備事業等に取り組み、区画整理や排水改良を行い、水稲 

を主体とした土地利用型の作物、あるいは、トマト、メロン、ナス、イチゴ等の施設  

園芸に活用していく。 



 

（３）地域におけるブロックローテーション体系の構築 

    水田における転換作物の生産性向上を図るため、水稲作付水田と転換作物作付水 

田とのブロックローテーション体系の構築に向けて、地域の実情に応じて小麦・大 

豆等の生産農地の団地化を推奨する。 

 

（４）水田の利用状況の点検方針・点検結果を踏まえた対応方針 

    水田台帳や現地確認により、水田の利用状況について毎年点検を行い、点検結果 

に基づき、生産農地の団地化によるブロックローテーション体系を推進するととも 

に、水稲を組み入れない作付体系が定着し、数年以上、畑作物のみを生産し続けて 

いる水田については、畑地化支援を活用した畑地化を推奨する。 

今後、水稲作に活用される見込みがない農地の耕作者へ畑地化支援内容を周知徹 

底することなどにより、水田の畑地化をより一層推奨していく。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

  主食用米は、売れる米づくりの徹底により、「森のくまさん」・「ヒノヒカリ」・「く 

 まさんの力」・「くまさんの輝き」を中心とした良食味型の産地としての産地形成を図 

る。また、農家所得を確保するため、生産数量については前年の需要動向等を勘案し 

た量を確保する。 

共同機械利用組合や協同営農施設利用を促進することにより、生産コストの低減を図 

り、施設園芸等との複合経営が可能な生産体制の推進を行う。 

 

（２）非主食用米 

 

  ア 飼料用米・米粉用米 

 主食用米の需要減が見込まれる中、転換作物の重要な品目として位置付け、「あき

まさり」を主軸に収量の増に努めることとする。 

また、産地交付金を活用して、飼料用米生産ほ場への堆肥散布や、稲わら利用 

による耕畜連携の取組を推進し、増収による所得向上と資源循環システムの構築を 

図る。なお、飼料用米については、担い手の作付や団地化の取組を支援し、主食用 

米に劣らない収益性を確保し増産を図る。  

 

イ 米粉用米 

    近年増加傾向にある米粉用米の需要が見込まれるため、堆肥等の活用や増肥によ 

 り収量向上に向けた肥培管理の取組を推進します。 

 

  ウ WCS 用稲 

 宇城市管内の畜産農家への安定的な供給を目的に取り組む中、畜産農家の適切な 

需要量の把握、栽培管理の適正化に努めることとする。また、産地交付金を活用し 

て、WCS 生産ほ場への堆肥散布による耕畜連携の取組を推進し、増収による所得向 

上と資源循環システムの構築を図る。 

 

  エ 加工用米 

    加工用米についても飼料用米同様、転換作物の重要な品目として位置付けてい

る。 

    そのため、産地交付金を活用し、担い手の作付や団地化の取組を支援し、主食用 



   米に劣らない収益性を確保し増産を図る。 

 

（３）麦、大豆、飼料作物 

    麦・大豆については、基盤整備事業等の事業実施地区から推進を行い、それ以外   

にも作付可能な地区には順次推進を行う。 

また、生産性の高い優良品種への転換、機械の導入による省力化・機械化体系の構

築、担い手の作付の推進などを進めていくこととする。 

飼料作物については、産地交付金を活用して、飼料作物ほ場への堆肥散布による耕畜 

 連携の取組を推進する。更に、麦・大豆と飼料作物の二毛作についても助成するととも 

 に、施設園芸等との複合経営に対応するため、機械利用組合等の組織化についても推進 

を図る。 

 

（４）高収益作物 

  当地域は施設園芸が主要品目であるため、今後も引き続き各種事業を活用しながら、 

 担い手による経営の継続・発展を図り、高単価で安定供給が可能な生産体制を推進す

る。 

  そのため、産地交付金を活用し、担い手の作付や団地化の取組を支援し、主食用米 

に劣らない収益性を確保し増産を図る。 

 

（５）地力増進作物 

  水田農業の収益力向上に向け、主食用米からの重要な転換作物として野菜等の高収益  

作物を地域振興作物として位置付けており、高収益作物の作付けにおける連作障害回避  

による良品質の作物生産のため、地力増進作物（ｿﾙｶﾞﾑ、とうもろこし、ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ、  

青刈り大豆、青刈り稲、ｸﾛﾀﾗﾘｱ、ﾈﾏｷﾝｸﾞ、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ、ひまわり）による計画的な土づ 

くりの取組みを支援し、反収の向上を図る。 

 

 

５ 作物ごとの作付予定面積等 ～ ８ 産地交付金の活用方法の明細  

別紙のとおり 
 

 



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

1,474.3 0 1632.6 0 1632.6 0

0 0

58.7 0 50 0 50 0

0 0 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

430 0 301 0 301 0

16.6 0 20 0 20 0

75.0 71.7 75 71.7 75 71.7

10.8 1.3 10.8 1.3 10.8 1.3

129.4 116.9 129.4 116.9 120 116.9

・子実用とうもろこし 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

47.4 0 48 0 48 0

233.5 0 233.5 0 233.6 0

・野菜 223.5 0 223.5 0 223.5 0

・花き・花木 7.9 0 7.9 0 7.9 0

・果樹 0.6 0 0.6 0 0.6 0

・その他の高収益作物 1.5 0 1.5 0 1.5 0

1.5 1.5 1.5

・い草・たばこ 1.5 0 1.5 0 1.5 0

30.1 0 11.7 0 12.0 0畑地化

その他

大豆

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物

麦

作物等

前年度作付面積等
当年度の

作付予定面積等
令和８年度の
作付目標面積等

主食用米

備蓄米

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米



６　課題解決に向けた取組及び目標

取組面積の拡大 45.1ha 50ha

収量の増加 562kg/10a 610kg/10a

取組面積の拡大 15.3ha 20ha

収量の増加 461kg/10a 520ka/10a

取組面積の拡大 0ha 1.0㏊

収量の増加 0kg/10a 610㎏/10a

取組面積の拡大 5.6ha 15.0㏊

収量の増加 135kg/10a 180kg/10a

取組面積の拡大 3.3ha 20ha

収量の増加 275kg/10a 360kg/10a

麦 71.6ha 90ha

飼料作物 117.5ha 120.0ha

水田利用率の増加 106.2% 110%

飼料作物・WCS用稲 283.8ha 300.0㏊

飼料用米・米粉用米 6.1ha 7.5ha

実施率の増加 47.6% 70%

野菜 223.5ha 300.0㏊

花き・花木 7.9ha 16.0㏊

果樹 0.6ha 1.0㏊

その他の作物 1.5ha 7.0㏊

加工用米
加工用米の
団地化面積の拡大 0ha 30.0㏊

飼料用米
飼料用米の
団地化面積の拡大 20.6ha 30ha

取組割合の増加 34.0% 45%

6 地力増進作物
地力増進作物助成
（基幹）

作付面積の拡大 28.9ha 38㏊

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。

※　目標期間は３年以内としてください。

作付面積の拡大

5
団地化加算助成
（基幹）

2
麦・飼料作物
二毛作加算（二毛作）

取組面積の拡大

3
取組面積の拡大

4
地域振興作物助成
（基幹）

耕畜連携の取組助成
（資源循環及びわら利
用の取組）
（基幹・二毛作）

1

飼料用米

担い手助成（基幹）

加工用米

米粉用米

大豆

麦

前年度（実績）
R6（2024）年度

目標値
R8（2026）年度

整理
番号

対象作物 使途名 目標



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：熊本県

協議会名：宇城市農業再生協議会

1 担い手助成（基幹） 1 11,000
飼料用米、加工用米、米粉用米、
大豆、麦

担い手が出荷・販売目的で作付した場合に支援

2
麦・飼料作物二毛作加算（二
毛作）

2 11,000 麦、飼料作物 二毛作による作付面積に応じて支援

3
耕畜連携の取組助成（資源循
環）（基幹）

3 8,000

3
耕畜連携の取組助成（資源循
環）（二毛作）

4 8,000

3
耕畜連携の取組助成（わら利
用）（基幹）

3 8,000 飼料用米・米粉用米 わら利用の取組、多収品種の導入

4 地域振興作物助成（基幹） 1 12,000
野菜、花き・花木、果樹、その他の
作物

販売目的で作付けした場合、作付けした面積に応じ
て支援

5 団地化加算助成（基幹） 1 8,000 加工用米、飼料用米 1ha以上の連たん団地を構成

6 地力増進作物助成（基幹） 1 5,000 地力増進作物
作付面積に応じて助成。
作付後、同一圃場で高収益作物の作付を行う

飼料作物・ＷＣＳ用稲 飼料生産水田への堆肥散布、多収品種の導入

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の
名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してください。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対
象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記
載でも構いません。

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

対象作物
※３


